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第
一
章 

総
則 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
通
信
・
放
送
技
術
（
電
気
通
信
業
及
び
放
送
業
（
有
線
放
送
業
を
含
む
。
）
の
技
術
そ
の
他
電
気
通

信
に
係
る
電
波
の
利
用
の
技
術
を
い
う
。
）
の
進
展
そ
の
他
の
内
外
の
諸
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
情
報
通
信
行
政
に
お
い
て
、

電
波
の
有
効
利
用
の
促
進
並
び
に
行
政
運
営
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
処
す
る
た
め
、
情
報
通
信
行
政
の
改
革
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
理
念
及
び
基
本
方
針
そ
の

他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
情
報
通
信
行
政
の
改
革
を
迅
速
か
つ
着
実
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す



 

 
 

 

二 

る
。 

 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条 
情
報
通
信
行
政
の
改
革
は
、
情
報
通
信
分
野
に
お
い
て
、
事
業
者
間
の
公
正
な
競
争
の
促
進
等
を
通
じ
た
事
業
活
動

の
活
性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
国
民
の
利
益
の
増
進
及
び
行
政
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
国
の
責
務
） 

第
三
条 

国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
情
報
通
信
行
政
の
改
革
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務

を
有
す
る
。 

 
 

 

第
二
章 

情
報
通
信
行
政
の
改
革
の
基
本
方
針 

 

（
同
一
の
周
波
数
の
電
波
を
共
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
の
一
層
の
活
用
の
促
進
） 

第
四
条 

政
府
は
、
複
数
の
無
線
局
（
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
無
線
局

を
い
う
。
次
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
理
的
状
況
、
運
用
時
間
等
を
勘
案
し
て
同
一
の
周
波
数

の
電
波
を
共
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
の
一
層
の
活
用
を
促
進
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



 
 

 

三 

 
（
無
線
局
の
免
許
に
つ
い
て
競
争
を
経
て
申
請
を
行
う
制
度
の
導
入
） 

第
五
条 

政
府
は
、
無
線
局
の
免
許
（
電
波
法
第
四
条
の
免
許
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
特
定
基
地
局
（
同

法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
基
地
局
を
い
う
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
開
設

に
関
す
る
計
画
の
同
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
認
定
。
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
競
争
を

経
て
申
請
を
行
う
制
度
を
導
入
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

無
線
局
の
免
許
の
申
請
に
係
る
競
争
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
競
争
」
と
い
う
。
）
は
、
電
波
の
需
給
の
ひ
っ

迫
の
程
度
、
公
益
上
の
必
要
性
等
を
勘
案
し
て
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
電
波
法

第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
を
含
め
た
全
て
の
無
線
局
を
対
象
と
し
て
、
無
線
局
の
免
許
の
申
請
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
者
を
決
定
す
る
た
め
に
行
う
こ
と
と
し
、
同
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
基
地

局
開
設
料
の
制
度
は
、
廃
止
す
る
こ
と
。 

 

二 

競
争
は
、
無
線
局
の
免
許
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
周
波
数
の
電
波
の
経
済
的
価
値
に
相
当

す
る
金
額
に
つ
い
て
、
競
り
の
方
法
を
も
っ
て
行
う
こ
と
と
し
、
無
線
局
の
運
用
に
当
た
っ
て
公
益
上
の
観
点
か
ら
付
さ

れ
た
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち
そ
の
競
り
に
お
い
て
最
も
高
い
価
額
の
申
出
を
し
た
者
が
、



 

 
 

 

四 

無
線
局
の
免
許
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

三 
競
争
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
競
争
に
係
る
競
落
金
の
価
額
が
過
度
に
高
騰
す
る
こ
と
及
び
周
波
数
の
割
当
て
が
特
定

の
者
に
集
中
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

四 

競
争
を
経
て
無
線
局
の
免
許
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
電
波
法
第
百
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
電
波
利
用
料
は

徴
収
し
な
い
こ
と
と
し
、
そ
の
こ
と
も
考
慮
し
て
競
争
に
係
る
最
低
競
落
価
額
を
定
め
る
こ
と
。 

 

五 

競
争
に
係
る
競
落
金
は
、
競
争
を
経
て
無
線
局
の
免
許
（
特
定
基
地
局
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
開
設
に
関
す
る
計
画
に
つ

い
て
電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
後
最
初
に
開
設
す
る
特
定
基
地
局
の
免
許
）
を
受
け
る
際
に

支
払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

六 

競
争
に
係
る
競
落
金
は
、
一
般
会
計
の
歳
入
と
し
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
電
波
を
使
用
す
る
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
そ
の
他
の
当
該
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
よ
り
良
い

社
会
環
境
の
整
備
に
関
す
る
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

七 

競
争
を
経
て
与
え
ら
れ
る
無
線
局
の
免
許
の
有
効
期
間
は
、
お
お
む
ね
現
行
の
有
効
期
間
の
三
倍
程
度
の
期
間
と
な
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。 



 
 

 

五 

 
（
二
次
取
引
に
係
る
事
業
実
施
の
制
限
の
緩
和
） 

第
六
条 

政
府
は
、
電
気
通
信
事
業
及
び
放
送
事
業
へ
の
民
間
事
業
者
の
一
層
の
参
入
を
促
進
す
る
た
め
、
電
波
法
の
規
定
に

よ
る
二
次
取
引
に
係
る
事
業
実
施
（
同
法
第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
免
許
人
又
は
同
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三

第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
人
か
ら
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
よ
り
当
該
免
許
人
又
は
登
録
人
に
係
る
無
線
局
を
そ
の
用
に
供
す

る
事
業
の
譲
渡
等
を
受
け
た
者
が
当
該
事
業
を
営
む
こ
と
を
い
う
。
）
の
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
に
つ
い
て
速
や
か
に
検
討

を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
多
様
な
主
体
に
よ
る
基
幹
放
送
の
業
務
の
健
全
か
つ
効
率
的
な
運
営
の
促
進
） 

第
七
条 

政
府
は
、
多
様
な
主
体
に
よ
る
基
幹
放
送
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
基
幹
放
送
を
い
う
。
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
の
健
全
か
つ
効
率
的
な
運
営
が
促
進
さ
れ
る

よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

複
数
の
放
送
対
象
地
域
（
放
送
法
第
九
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
送
対
象
地
域
を
い
う
。
）
で
同
一
の
放

送
番
組
の
放
送
を
同
時
に
受
信
で
き
る
制
度
を
導
入
し
、
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
事
業
の
再
編
を
促
進
す
る
こ
と
。 

 

二 

新
聞
社
を
経
営
す
る
者
又
は
新
聞
社
を
経
営
す
る
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
者
か
ら
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送



 

 
 

 

六 

（
放
送
法
第
二
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う
。
）
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
（
同
条
第
十
五
号
に

規
定
す
る
地
上
基
幹
放
送
を
い
う
。
）
の
業
務
へ
の
影
響
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
基
幹
放
送
に
よ
る
表
現
の
自
由
享
有

基
準
（
同
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
五
号
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
を
い
う
。
）
を
見
直
す
こ
と
。 

 

三 

放
送
法
第
二
条
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
認
定
放
送
持
株
会
社
に
係
る
同
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
の
保
有
基
準
割
合

に
係
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
。 

 

（
情
報
通
信
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
独
立
行
政
委
員
会
の
設
置
） 

第
八
条 

政
府
は
、
総
務
省
が
所
掌
す
る
情
報
通
信
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
放
送
を
含
む
情
報
通
信
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関

す
る
事
務
に
つ
い
て
、
中
立
公
正
な
立
場
で
独
立
し
て
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
独
立
行
政
委
員
会
を
新
た
に
設
置
し
、
こ
れ
に

移
行
さ
せ
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
三
章 

法
制
上
の
措
置
等 

第
九
条 

政
府
は
、
前
章
の
基
本
方
針
に
基
づ
く
情
報
通
信
行
政
の
改
革
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
法
制
上
の
措
置

そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
前
章
（
前
条
を
除
く
。
）
の
基
本
方
針
に
基
づ
く
も
の
に
あ
っ
て
は
こ
の
法
律
の



 
 

 

七 

施
行
後
一
年
以
内
に
、
同
条
の
基
本
方
針
に
基
づ
く
も
の
に
あ
っ
て
は
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
そ
れ
ぞ
れ
講
ぜ

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 
則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 





 
 

 

九 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

通
信
・
放
送
技
術
の
進
展
そ
の
他
の
内
外
の
諸
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
情
報
通
信
行
政
に
お
い
て
、
電
波
の
有
効
利
用
の
促

進
並
び
に
行
政
運
営
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
課

題
に
対
処
す
る
た
め
、
情
報
通
信
行
政
の
改
革
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
理
念
及
び
基
本
方
針
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定

め
る
こ
と
に
よ
り
、
情
報
通
信
行
政
の
改
革
を
迅
速
か
つ
着
実
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す

る
理
由
で
あ
る
。 


